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  新
生
児
訪
問
指
導
事
業

訪
問
指
導
員

対
助
産
師
ま
た
は
保
健
師
資
格
を

有
す
る
方

若
干
名

内
新
生
児
や
出
産
後
の
産
婦
の
家

庭
を
訪
問
し

育
児
相
談
・
体
重

測
定
等
を
行
う

申
健
康
課
へ
電
話
連
絡
の
う
え

資
格
証
の
写
し
と
履
歴
書
を
直
接

健
康
課

健
康
福
祉
会
館

へ

問
健
康
課
辺
７
２
５
・
５
１
２
７

返
７
２
５
・
５
１
９
８

生
涯
学
習
セ
ン
タ

障
が
い
者

青
年
学
級

ボ
ラ
ン
テ

ア
ス
タ

フ

　
経
験
は
不
問
で
す

ボ
ラ
ン
テ

ア
活
動
に
関
心
の
あ
る
方
は
見

学
に
お
い
で
下
さ
い

活
動
内
容

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

等
を
説
明
し
ま
す

日
毎
月
２
回

土
曜
日
ま
た
は
日

曜
日
の
午
前
　
時

午
後
４
時

※
毎
週
木
曜
日
の
夜
間
に

ス
タ

フ
会
議
が
あ
り
ま
す

場
生
涯
学
習
セ
ン
タ

ひ
か
り

療
育
園

内
知
的
障
が
い
の
あ
る
方
と
触
れ

合
い

共
に
学
ぶ

軽
ス
ポ

ツ

音
楽

料
理
等

問
同
セ
ン
タ

辺
７
２
８
・
０
０

７
１
返
７
２
８
・
０
０
７
３

ひ
な
た
村
臨
時
職
員

対
子
ど
も
た
ち
と
の
体
験
活
動
が

好
き
な
方

若
干
名

勤
務
期
間
３

５
月

勤
務
時
間
午
前
８
時
　
分

午
後

５
時

月
　
日
以
内

勤
務
日
に

よ
り
時
間
は
異
な
る

内
小
学
６
年
生
対
象
縄
文
体
験
授

業
等
の
事
業
の
補
助
業
務
 

選
考
書
類
審
査
の
う
え

面
接

申
履
歴
書
を
１
月
　
日
ま
で

必

着

に
直
接
ま
た
は
郵
送
で
ひ
な

た
村

〒
　

０
０
３
２

本
町

田
２
８
６
３

へ

問
ひ
な
た
村
辺
７
２
２
・
５
７
３

６
返
７
２
１
・
９
０
８
６

生
涯
学
習
セ
ン
タ

利
用
者
交
流

会
企
画
運
営
委
員

　
４
月
　
日

予
定

に
行
わ
れ

る
第
２
回
生
涯
学
習
セ
ン
タ

利

用
者
交
流
会
の
内
容
の
企
画
・
運

営
委
員
を
募
集
し
ま
す

日
２
月
３
日
　
日

３
月
３
日

　
日

４
月
７
日
　
日

い
ず

れ
も
火
曜
日
午
後
６
時

８
時

全
６
回

場
生
涯
学
習
セ
ン
タ

申
電
話
で
生
涯
学
習
セ
ン
タ

辺
７
２
８
・
０
０
７
１

へ

Ｆ

Ａ
Ｘ
で
の
お
問
い
合
わ
せ
は
返
７

２
８
・
０
０
７
３
へ

 開
催
し
ま
す

ま
ち
だ
男
女
平
等
 

フ

ス
テ

バ
ル

　
弁
護
士
・
飯
田
美
弥
子
さ
ん
の

講
演
や
軽
食
喫
茶
な
ど

た
く
さ

ん
の
企
画
を
予
定
し
て
い
ま
す

※
詳
細
は

男
女
平
等
推
進
セ
ン

タ

だ
よ
り

１
月
　
日
の
新

聞
折
込
の
他

各
市
民
セ
ン
タ

等
で
配
布

を
ご
覧
下
さ
い

日
１
月
　
日

土

２
月
１
日

日場町
田
市
民
フ

ラ
ム

一
部
コ

ナ

が
利
用
で
き
な

く
な
り
ま
す

　
開
催
期
間
中
は

会
場
内
の
展

示
情
報
コ

ナ

や
ロ

カ

コ

ナ

等
は
利
用
で
き
ま
せ
ん

問
男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ

辺
７

２
３
・
２
９
０
８
返
７
２
３
・
２

９
４
６

町
田
新
産
業
創
造
セ
ン
タ

創
業
・
起
業
を
 

支
援
し
ま
す

創
業
・
起
業
に
関
す
る
な
ん
で

も
ビ
ジ
ネ
ス
相
談
会

　
経
験
豊
富
な
専
門
家
が
あ
な
た

の
起
業
を
サ
ポ

ト
し
ま
す

日
２
月
５
日

木

　
日

火

　
日

水

　
日

土

い
ず

れ
も
午
後
１
時

５
時

※
相
談
時
間
は
１
人
１
時
間
で
す

要
予
約

マ
メ
知
識
講
座

　
創
業
・
起
業
に
関
す
る
基
礎
知

識
習
得
を
目
的
と
し
た
セ
ミ
ナ

を
毎
月
開
催
し
て
い
ま
す

日
①
２
月
　
日

火

②
２
月
　

日

水

い
ず
れ
も
午
後
６
時

　
分

８
時

内
①
財
務

こ
れ
は
経
費
で
落
と

せ
ま
す
？
起
業
す
る
な
ら
知

て

お
き
た
い
税
務
の
話
②
販
路
開
拓

ウ

ブ
を
味
方
に
つ
け
る

講
①
小
谷
健
吾
税
理
士
事
務
所
税

理
士
・
小
谷
健
吾
氏
②

株

ウ

ブ
ト
ラ
ス
ト
代
表
取
締
役
・
塚

本
貴
一
氏

定
各
　
人

申
し
込
み
順

◇

場
町
田
新
産
業
創
造
セ
ン
タ

申
電
話
で
同
セ
ン
タ

へ

同
セ

ン
タ

ホ

ム
ペ

ジ
で
申
し
込

み
も
可

問
同
セ
ン
タ

辺
８
５
０
・
８
５

２
５

町
田
市
産
業
観
光
課
辺
７

２
４
・
２
１
２
９
返
０
５
０
・
３

１
０
１
・
９
６
１
５

申
請
を
受
け
付
け
ま
す

自
然
エ
ネ
ル
ギ

利
用
 

機
器
等
設
置
の
補
助

　
市
で
は

地
球
温
暖
化
防
止
の

た
め

自
然
エ
ネ
ル
ギ

利
用
機

器
の
設
置
に
対
し
補
助
を
行

て

い
ま
す

※
詳
細
は
町
田
市
ホ

ム
ペ

ジ

を
ご
覧
下
さ
い

①
住
宅
の
居
住
部
分
で
使
用
す

る
た
め
機
器
を
設
置
し
た
方

　
今
年
度
最
後
の
申
請
を
受
け
付

け
ま
す

※
設
置
工
事
完
了
後
に
申
請
し
て

下
さ
い

た
だ
し

受
付
期
間
終

了
後

２
月
　
日

３
月
　
日

に
設
置
工
事
を
完
了
し
た
方
は

補
助
金
の
申
請
は
で
き
ま
せ
ん

対
市
内
の
住
宅
に
新
た
に
対
象
機

器

下
表
参
照

を
設
置

ま
た

は
機
器
を
設
置
し
た
住
宅
を
購
入

し
た
個
人

機
器
を
設
置
し
た
住

宅
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
条

件※
申
請
金
額
の
合
計
が
予
算
金
額

を
超
え
た
場
合
は

抽
選
で
決
定

し
ま
す

３
月
５
日
抽
選

②
共
同
住
宅
の
共
用
部
分
で
使

用
す
る
た
め
機
器
を
設
置
し
た

方対
市
内
の
共
同
住
宅
の
共
用
部
分

で
使
用
す
る
た
め

新
た
に
住
宅

用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置

し
た
個
人

事
業
者

管
理
組
合

機
器
を
設
置
し
た
住
宅
を
所
有

し
て
い
る
こ
と
が
条
件

内
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

１
ｋ
Ｗ
あ
た
り
２
万
５
０
０
０
円

上
限
　
万
円

※
申
し
込
み
順
で
す

◇

申
申
請
書
に
記
入
し

い
ず
れ
も

２
月
　
日
ま
で

①
は
１
月
　
日

か
ら

に

直
接
環
境
・
自
然
共

生
課

市
庁
舎
７
階

受
付
時
間

平
日
の
午
前
８
時
　
分

午
後

５
時

へ

※
申
請
書
と
申
請
の
手
引
き
は

環
境
・
自
然
共
生
課

各
市
民
セ

ン
タ

各
駅
前
連
絡
所
で
配
布

し
て
い
ま
す

町
田
市
ホ

ム
ペ

ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ

ド
も
可

問
環
境
・
自
然
共
生
課
辺
７
２
４

・
４
３
９
１
返
０
５
０
・
３
１
６

０
・
５
２
２
０
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左
表
の
日
程
で

確
定
申
告
書

所
得
税
・
贈
与
税
・
個
人
事
業
者

の
消
費
税

の
作
成
ア
ド
バ
イ
ス

を
行
い
ま
す

申
告
書
の
受
け
付

け

用
紙
の
配
布
も
行
い
ま
す

 　
確
定
申
告
書
等
は

国
税
庁
ホ

ム
ペ

ジ
の

確
定
申
告
書
等

申
告
書
の
作
成
・
相
談
提
出

会
場
は
ぽ

ぽ
町
田
で
す

ｅ

Ｔ
ａ
ｘ
の
ご
利
用
を

作
成
コ

ナ

で
作
成
し

印

刷
し
て
郵
送
で
提
出
で
き
る
ほ

か

イ
ン
タ

ネ

ト
サ

ビ
ス

ｅ

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
所

得
税
や
消
費
税
な
ど
の
申
告
書
を

作
成
・
提
出
で
き
ま
す

受
付
会

場
は
毎
年
大
変
混
雑
し
ま
す

ぜ

ひ
ご
利
用
下
さ
い

※
ｅ

Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利
用
い
た
だ

く
に
は
事
前
準
備
が
必
要
で
す

詳
細
は
国
税
庁
ホ

ム
ペ

ジ
を

ご
覧
下
さ
い

町
田
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

町
田
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
町
田
税
務
署
辺
７
２
８
・
７
２
１
１

受付時間は午前 時  分～午後 時（提出は午後 時まで）
期　間会　場

月 日（月）～ 月 日（月）
※土・日曜日、祝日を除きます。ただし、 月 日（日）、
月 日（日）は相談を行います。

ぽっぽ町田
（原町田 － － 、　地下 階、駐車場は有料）

※上記期間中、町田税務署庁舎では、申告書の作成・相談等は行っていません。

　受付時間は午前 時  分～午後 時  分（午前  時  分～午後 時を除く）
期　間会　場

月 日（木）、 日（金）なるせ駅前市民センター
月 日（月）、 日（火）堺市民センター
月 日（木）、 日（金）南市民センター
月 日（月）、 日（火）、 日（木）、 日（金）鶴川市民センター
月 日（水）、 日（木）小山市民センター

※小規模納税者の所得税及び消費税、年金受給者及び給与所得者の所得税の申告が対象です（土地、建物及び株式など
の譲渡所得がある場合を除く）。
※会場が混雑した場合には、受け付けを早めに締め切ることがありますので、お早めにおいで下さい。
※車での来場はご遠慮下さい。
※会場ではパソコンによる申告書の作成指導は行っていません。
※自身で作成した申告書等は、直接町田税務署にお持ちいただくか、郵送等で提出して下さい。

確定申告（所得税・贈与税・個人事業者の消費税）相談日程

税理士による小規模納税者などのための無料申告相談 問東京税理士会町田支部辺 ・

曳
栄

叡
叡
叡
叡
叡
叡
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叡
叡
叡
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叡
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叡
叡
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叡
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叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡

②地方税務事務全項目評価
書（案）

①住民基本台帳事務全項目
評価書（案）案件名

月 日（木）～ 月 日（金）　公募期間
②市民税課（〒 － 、
森野 － － 、市庁舎
階、辺 ・ 返 ・
・ 遍mcity @city.ma
chida.tokyo.jp）

①市民課（〒 － 、
森野 － － 、市庁舎
階、辺 ・ 返 ・
・ 遍mcity @city.ma
chida.tokyo.jp）

担当課

詳細は、町田市ホームページに掲載しています。また、
各担当課のほか次の窓口で閲覧及び概要版の配布を行
っています（各窓口で開庁日、時間が異なります）。

資料配布
・閲覧

市民相談室・市政情報課（市庁舎 階）、各市民センタ
ー、各駅前連絡所、木曽山崎・玉川学園の各コミュニ
ティセンター、生涯学習センター、男女平等推進セン
ター、町田市民文学館、 月 日まで各市立図書館（木
曽山崎図書館は休館中）

配布場所

案件名・住所・氏名・連絡先を明記し、郵送、ＦＡＸ、Ｅメ
ール、または直接各担当課、及び資料を配布している窓
口へ（郵送の場合は、配布資料に添付している専用封筒
〔料金受取人払郵便〕を利用できます）。

提出方法

〈注意事項〉書式は自由です／電話、口頭によるご意見はお受けでき
ません／個別回答は行いません／公序良俗に反するもの、特定の団体
・個人等に対する誹謗中傷が含まれるものは無効とします／寄せられ
たご意見は、個人情報を除き 月頃に公表します

社会保障・税番号制度特定個人情報社会保障・税番号制度特定個人情報保保
護評価書（案）についての意見公護評価書（案）についての意見公募募
　社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に伴い、
特定個人情報保護評価書（案）を作成しました。この評価書は、
特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報）の取り扱
いにおいて、個人のプライバシー等の権利利益の保護のため、
どのような措置を講じているかを具体的に説明するものです。

曳 栄叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡

対象機器・補助金額一覧表
補助金額補助対象機器

kWあたり 万　 　円／上限　　万円太陽光発電システム
定額 万円太陽熱ソーラーシステム（強制循環式）
定額 万円太陽熱温水器（自然循環式）
定額 万円CO2冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

定額 万円潜熱回収型給湯器（エコジョーズ）※高効率でない、
旧来型の機器から付け替えた場合のみ対象です。

定額 万円蓄電池システム（定置用リチウムイオン蓄電池のみ）


